水戸市告示第347号
　水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付要項を次のように定める。
　　　令和７年10月１日

水戸市長　　高　橋　　　靖　　

水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付要項

　（趣旨）
第１条　この要項は，本市の歳入となるふるさと納税（本市に対する地方税法（昭和25年法律第226号）第37条の２第２項及び第314条の７第２項に規定する寄附金の支出をいう。）の増大に寄与するふるさと納税返礼品の開発等に取り組む事業者に対して，予算の範囲内において，水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて，水戸市補助金等交付規則（昭和53年水戸市規則第22号）に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。
　（定義）
第２条　この要項において，「ふるさと納税返礼品」とは，特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等（平成31年総務省告示第179号）第５条の規定による基準に該当するものとして市長が認めるものをいう。
　（補助対象事業）
第３条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，次の各号に掲げる事業のうち本市のふるさと納税の増大に寄与すると市長が認めるものとする。
(1) ふるさと納税返礼品の開発若しくは企画又は既存のふるさと納税返礼品の改良（増産のための整備を含む。）
(2) ふるさと納税返礼品の広報発信に必要な画像の撮影
２　前項の規定にかかわらず，次に掲げる事業は，補助事業としない。
(1) 国，地方公共団体等の公的機関による他の補助金等を併用する事業
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）の規定により許可又は届出を要する事業
(3) 前２号に掲げるもののほか，市長が適当でないと認める事業
（補助対象者）
第４条　補助金の交付の対象となる事業者（以下「補助対象者」という。）は，補助事業を実施する次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 第７条の規定による申請をする日において，本市のふるさと納税返礼品協力事業者（ふるさと納税返礼品の提供をする者として市長の別に定める登録（以下「登録」という。）を受けた者をいう。以下同じ。）であること又は登録に係る届出を行っている者（ふるさと納税返礼品協力事業者を除く。）であること。
　(2) 市内に店舗，事務所等を有する法人若しくは個人若しくは市内に住所を有する個人又はこれらにより組織された団体であること。
２　前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者は，補助対象者としない。
(1) 市税を滞納している者
(2) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する団体をいう。以下同じ。），暴力団の構成員，暴力団の維持運営に協力若しくは関与をする者，暴力団と親密な交際をする者その他暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者
(3) 法人にあっては，その代表者及び役員が暴力団の構成員又は暴力団若しくは暴力団の構成員と社会的に非難されるべき関係を有する者
　(4) 前３号に掲げるもののほか，市長が不適当であると認める者
（補助対象経費等）
第５条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の額は，別表のとおりとする。
　（交付の制限）
第６条　補助金の交付は，一の補助対象者につき同一年度内１回限りとする。
　（交付の申請）
第７条　補助金の交付を受けようとする者は，水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付申請書(様式第１号)に次の各号に掲げる関係書類を添えて，市長に提出しなければならない。
(1) 法人にあっては，登記事項証明書の写し
(2) 個人にあっては，住民票の写し
　(3) 市税の完納を証明する書類
　(4) 許認可に係る書類の写し（補助事業が許認可を必要とする事業である場合に限る。）
　(5) 前各号に掲げるもののほか，市長が定める書類
　（交付の決定）
第８条　市長は，前条の規定による申請があったときは，その内容を審査の上，適当と認めるときは，水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付決定通知書（様式第２号）により当該申請をした者に通知するものとする。
（変更の申請等）
第９条　前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定を受けた者」という。)は，次の各号のいずれかに該当するときは，水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金変更等承認申請書（様式第３号）を市長に提出し，その承認を受けなければならない。
(1) 第７条の規定により申請した事項の内容の変更（軽微な変更を除く。）をしようとするとき。
(2) 補助対象経費の変更（20パーセントを超えない範囲の変更を除く。）をしようとするとき。
(3) 補助事業の中止又は廃止をしようとするとき。
　（実績報告）
第10条　交付決定を受けた者は，補助事業が完了したときは，当該完了した日から30日を経過する日又は当該申請年度の末日のいずれか早い日までに水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金実績報告書（様式第４号）に次の各号に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 補助対象経費の支出を証明する領収書等の写し
(3) 補助事業の実施が確認できる記録物
(4) 前３号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類
　（補助金の額の確定）
第11条　市長は，前条の規定による報告を受けたときは，当該報告に係る補助事業の成果が交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し，適合すると認めたときは，交付すべき補助金の額を確定し，水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金額確定通知書（様式第５号）により交付決定を受けた者に通知するものとする。
　（補助金の請求）
第12条　前条の規定による通知を受けた交付決定を受けた者は，補助金の交付を受けようとするときは，水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付請求書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。
　（交付決定の取消し）
第13条　市長は，交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
　(1) 法令又はこの要項の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 
(4) 補助金を他の用途に使用したとき。
(5) 補助金の交付を受けて開発したふるさと納税返礼品又は補助金の交付を受けて購入したふるさと納税返礼品生産のための機材によって生産したふるさと納税返礼品を，補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度までに本市のふるさと納税返礼品として登録しないとき。
２　交付決定を受けた者は，前項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において，当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を受けているときは，市長が指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。
　（帳簿の備付け）
第14条　交付決定を受けた者は，補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し，補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。
　（補則）
第15条　この要項に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。

付　則
この要項は，公布の日から施行する。







































別表（第５条関係）
	補助事業
	補助対象経費
	補助金の額
	限度額

	第３条第１項第１号に掲げる事業
	次の各号に掲げる費用
(1)ふるさと納税返礼品の開発に係る試作品又はふるさと納税返礼品の改良に係る試作品の作製に要する費用のうち市長が必要と認めるもの
(2) ふるさと納税返礼品等の提供に伴い必要となる備品の購入費，運搬費等のうち市長が必要と認めるもの（前号並びに次項及び第３項に掲げる補助対象経費に該当するものを除く。）
	補助対象経費に３分の２を乗じて得た額（当該額に1,000円未満の端数が生じたときは，これを切り捨てた額）





	500,000円

	
	食品加工（農産物，水産物等の保存性，風味を高める等のための切断，加熱，冷凍，乾燥，粉砕，洗浄，包装等の処理をいう。）の導入等に要する費用のうち市長が必要と認めるもの
	補助対象経費に３分の２を乗じて得た額（当該額に1,000円未満の端数が生じたときは，これを切り捨てた額）

	1,000,000円

	
	[bookmark: _GoBack]委託料等ふるさと納税返礼品等の包装デザインの制作又は改良に要する費用のうち市長が必要と認めるもの
	補助対象経費に３分の２を乗じて得た額（当該額に1,000円未満の端数が生じたときは，これを切り捨てた額）
	200,000円

	第３条第１項第２号に掲げる事業
	委託料等のうち市長が必要と認めるもの
	補助対象経費に３分の２を乗じて得た額（当該額に1,000円未満の端数が生じたときは，これを切り捨てた額）
	200,000円


　備考
１　第８条の規定による補助金の交付の決定を受ける前に実施し，発注し，又は契約をしたものに係る経費並びに補助対象経費に係る消費税及び地方消費税相当額のうち消費税法（昭和63年法律第108号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額は，補助対象経費に含まないものとする。
２　複数の補助事業を計上する場合の補助金の額は，この表に定める各事業の補助金の額を合計するものとし，1,000,000円を限度とする。


様式第１号(第７条関係)
年　　月　　日　

　　水戸市長　様

所在地又は住所
商号又は名称
代表者氏名又は氏名　　　　　　　　　
電話番号


水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付申請書

水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金の交付を受けたいので，水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付要項第７条の規定により，関係書類を添えて下記のとおり申請します。


記

	補助事業
	□ふるさと納税返礼品の開発若しくは企画又は既存のふるさと納税返礼品の改良
□ふるさと納税返礼品の広報発信に必要な画像の撮影

	補助金交付申請額
	金　　　　　　　　　　　　　円

	補助事業概要
	

	添付書類
	







別紙１

事業計画書


	担当者及び連絡先
	担当者氏名
連絡先
電話番号：　　　　　　　　　　　
Mailアドレス：

	事業内容及び実施方法（できる限り詳細に記入してください。）







	事業の実施スケジュール（できる限り詳細に記入してください。）








	期待される事業の効果（できる限り具体的に記入してください。）









	事業の実施期間
（予定）
	年　月　日　～　　　年　月　日

	その他
	


	
別紙２

事業収支予算書

１　収入
	区分
	予算額（円）
	説明・算定根拠

	市補助金
	
	

	自主財源
	
	

	その他
	
	

	合計
	
	



２　支出
	区分
	予算額（円）
	説明・算定根拠

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合計
	
	


　　注１　予算額は消費税を除いた金額を記入してください。
２　区分は補助対象経費ごとに記入してください。
３　支出の算定根拠として，見積書又はカタログ等の写しを添付してください。











別紙３
　　年　　月　　日　

誓約書兼同意書

水戸市長　　　　　　　様

所在地又は住所
商号又は名称
代表者氏名又は氏名 　　　　　　　
生年月日
電話番号

下記記載の誓約事項及び同意事項について，承諾いたします。

記

【誓約事項】
　　水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付要項（以下「要項」という。）第４条に定める補助対象者の要件を満たしていることを誓約いたします。
　　なお，市長が要項の規定に違反する認めた場合は，水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金（以下「補助金」という。）の交付の決定の取消しに同意するとともに，既に交付を受けた補助金の返還を誓約いたします。

【同意事項】
　　補助金の交付を申請するに当たり，要項第４条に定める補助対象者の要件の確認のため，滞納状況等の必要な個人情報の確認を行うことに同意いたします。

　　


様式第２号（第８条関係）
第　　　　　号　
年　　月　　日　

　　　　　　　　　　　　　様

水戸市長　　　　　　　　　　　


水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付決定通知書


　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金の交付については，下記のとおり決定したので，水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付要項第８条の規定により通知します。


記


１　補助金の額　　　　　　　　　　　　　　　　　円


２　補助金の交付条件
(1) 水戸市補助金等交付規則及び水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付要項を遵守すること。
(2) 交付条件に違反した場合には,補助金の全部又は一部を返還させることがある。
(3) 補助金の交付を受けたことによって取得し，又は効用の増加した財産を注意をもって管理するとともに，補助金の交付の目的に沿って使用し，その効率的な運用を図らなければならない。
(4) 補助事業に係る帳簿及び証拠書類を，補助事業が完了した日の属する年度の次の年度から５年間保存しなくてはならない。
(5) 補助金の額は，水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付要項第11条の規定により，補助事業の成果を調査し，適合すると認めるときに確定する。

様式第３号（第９条関係）
年　　月　　日　

水戸市長　　　　　　　様

所在地又は住所
商号又は名称
代表者氏名又は氏名　　　　　　  
電話番号


水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金内容等変更等承認申請書


　　　　年　　月　　日付け　　　　第　　　号で交付の決定を受けた水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金について，下記のとおり変更等をしたいので，水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付要項第９条の規定により申請します。


記


１　変更等の内容
	変更前
	変更後

	
	



　　２　変更等の理由




３　添付書類
(1) 変更等の内容が確認できる書類
(2) 前号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類
 

様式第４号（第10条関係）
年　　月　　日　

水戸市長　　　　　　　様

所在地又は住所
商号又は名称
代表者氏名又は氏名
電話番号


水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金実績報告書


　　　　年　　月　　日付け　　第　　号で交付の決定を受けた水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援支援補助金については，　　年　　月　　日をもって完了したので，水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付要項第10条の規定により下記のとおり報告します。


記


１　事業収支決算書（別紙）



２　添付書類
(1) 領収書，納品書，請求書，委託契約書その他の支払証拠書類等の写し
(2) 作製した成果物その他の補助事業の成果等が分かるもの
(3) 前２号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類

別紙

事業収支決算書

１　収入
	区分
	予算額（円）
	決算額（円）
	説明・算定根拠

	市補助金
	
	
	

	自主財源
	
	
	

	その他
	
	
	

	合計
	
	
	



２　支出
	区分
	予算額（円）
	決算額（円）
	説明・算定根拠

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合計
	
	
	


　　注１　決算額は消費税を除いた金額を記入してください。
注２　区分は補助対象経費ごとに記入してください。
注３　領収書等支出を証明する書類を添付してください。




様式第５号（第11条関係）
第　　　　　号　
年　　月　　日　

　　　　　　　　　　　　　様

水戸市長　　　　　　　　　　　


水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金額確定通知書


　　　年　　月　　日付けで実績報告のあった水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金について，下記のとおり額を確定したので，水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付要項第11条の規定により通知します。


記



　確定補助金額　　　　　　　　　　　　　　　　　円

様式第６号（第12条関係）

年　　月　　日　

水戸市長　　　　　　　様

所在地又は住所
商号又は名称
代表者氏名又は氏名
電話番号


水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付請求書


年　　月　　日付け　　第　　号で確定通知を受けた水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金について，交付を受けたいので，水戸市ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付要項第12条の規定により下記のとおり請求します。


記


１　補助金請求額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円


２　振込先
	金融機関名
	

	名義人
	

	口座の種類
	当座　　　　　　普通　　　　　　その他（　　　　　）

	口座番号
	



 


